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町
民
の
皆
様
と
の
協
働
に
よ
る
「
元
気
な
町
づ
く
り
」
を

進
め
る
た
め
に
、
全
町
民
の
方
を
対
象
と
し
た
懇
談
会
を

次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

《
町
づ
く
り
懇
談
会
》

と　

き　

11
月
20
日
（
金
）
19
時
～
21
時

と
こ
ろ　

住
民
セ
ン
タ
ー
会
議
室

　

活
力
あ
る
町
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、

従
来
の
行
政
主
導
の
町
づ
く
り
で
は
な
く
、
住
民
の

皆
さ
ん
と
行
政
が
目
標
を
共
有
し
て
、
と
も
に
力
を
合
わ
せ
て

町
づ
く
り
を
行
う
「
協
働
」
が
必
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

福
祉
、
教
育
、
環
境
、
町
づ
く
り
…
、
行
政
が
抱
え
て
い
る
課
題
は

多
種
多
様
で
す
。

　

今
回
の
町
づ
く
り
懇
談
会
で
は
、
町
長
か
ら
の
行
政
報
告
を
も
と
に
、

自
由
な
テ
ー
マ
で
、
よ
り
良
い
町
づ
く
り
の
た
め
の
前
向
き
な
意
見
交

換
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

来
年
度
は
、
町
制
70
周
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
「
元
気
な
町
づ
く
り
」
に
向
け
て
、

あ
な
た
の
想
い
・
意
見
・
提
言
等
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】 

総
務
課　

☎
６
５
・
１
１
０
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国
民
の
皆
様
の
信
頼
に
応
え
、
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
実
現
を
目
指
し
、
社
会

保
険
庁
は
組
織
・
人
員
を
一
新
し
〝
日
本
年
金
機
構
〟
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

【
変
わ
る
も
の
】

◎
最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
で
も
あ
る
、
直
方

社
会
保
険
事
務
所
は
、
新
た
に
「
直
方
年
金
事

務
所
」
に
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。

◎
こ
れ
ま
で
社
会
保
険
庁
や
社
会
保
険
事
務
所
の

名
義
で
ご
案
内
し
て
い
た
各
種
の
関
係
書
類

は
、
内
容
に
よ
り
、
今
後
は
厚
生
労
働
省
ま
た

は
日
本
年
金
機
構
の
名
義
で
ご
案
内
し
ま
す
。

※
皆
さ
ま
に
何
ら
か
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
は
一
切
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

【
変
わ
ら
な
い
も
の
】

◎
現
在
あ
る
社
会
保
険
事
務
所
の
建
物
を
そ
の
ま

ま
使
用
す
る
の
で
、
直
方
社
会
保
険
事
務
所
の

所
在
地
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
日
本
年
金
機
構
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
公
的
年

金
の
運
営
業
務
を
引
き
継
い
で
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
公
的
年
金
制
度
は
国
の
制
度
と

し
て
、
そ
の
財
政
や
運
営
に
国
が
引
き
続
き
責

任
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
変

わ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】 

住
民
課 
住
民
年
金
係　

☎
６
５
・
３
３
０
１

changeless change

社会保険庁

廃
止日本年金機構

厚生労働省

公的年金の運営業務

公的年金の

財政責任・運営責任

平
成
22
年
１
月
１
日

あ
な
た
の
想
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

町
づ
く
り
懇
談
会
を
11
月
20
日
（
金
）
に
開
催

１

社
会
保
険
庁
の
廃
止
に
よ
り

〝
日
本
年
金
機
構
〟
が
来
年
１
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
！

２
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